
 

遊漁船業者登録票
 

有限会社 まごうの丸
 

 

令和5年7月24日から
令和ー 0年7月24日まで

 

 

 

 

  

20日 か 20日 まで
 

 

氏名又は名称

登 録 警 号 神奈川県知事 第3004号

登録の有効期闔

嘗彙所の所在地 茅ヶ崎市南湖6T目ー8番7号

遊漁船の名称
第+七まごうの丸
第十八まごうの丸
第二+一まごうの丸
第二+五まごうの丸

遊 漁 船 豪 務
主任者の氏名

三橿貴欟・石薫由警

古山拓也'三橿魁里

令和6年7月=日から令和7年7月…日まで
令和6年7月 ら令和7年7月
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登鎌番号 神奈川県知事第聰叫号 氏名又は名称 有限会社 '〝 'っの丸
作成曰 20加/4/M 変更日 ーニ20ーー/4/= 2' 20=/8/= 3ニ 202〟/g/24

別轟4 (奮 2 枚の ー 蕁引 遭攣驚の驚トン鸞又は轟さ、 定_及ぴ董債嚢驚蕁
沿ー白番号、

遊漁齢の 番号等
漁船登鎌

総トン数 旅客定員又
は利用定員

長さ 羹務形態
名称

航行区城 (該当に〇)
主たる彙務:@
その他全て:〇咆

蝋
隅
槇

遊漁船の使用状況 (該当に〇)

(該当に〇)
遊漁船の記戴状況 通信設備※ー

の状況
船舶の所有状況

(該当に〇)
(該当に〇)

救命設備※ー
の状況

(該当に〇)

剛2一ー74ー ー4.皿トン ー4.66m 39人
()平水・() 限定沿海・ 沿海・ ( ) 壇洋、 近海 (@) 齠鮒り

遊漁舶専用 漁艇と兼用 ()欟蓮し他使用と彙用 ※2
単独記寶
重樓記載 業務用薫繚

衛星重話

白己所有鉛舶
他者所有船舶

( )その他
( A3E5w)

') 改良型救命い

常
用位置等発信装

鱧S (鱧舶白戴
薫別装剛
()その他
( )

剛2一ー4ー2 ーL00トン ngg m 3ー人
()平水・()

遊漁鉛尊用
限定沿海・
(〇) 漁給と驚用

(〇) 沿海 (@) 鉛釣り
)瀬債し

※2
()壇近海
他使用と薫用

単独記載
重覆記載

藁務用無轢
衛星亀話

倉己所有鉛舶
他者所有艇舶

( )その他
(A3E5w)

その他)
ーヵ~だ) 改良型救命 作業

篇位廷隷鱧糞誓ず
M3 (艇舶白戴

鱒別装贋)
( ) その他
(

棗誓疆警欝學野 ()看の他(
多客期にチャーターするため

)
通信設鷹及ぴ救命設償にっいては、 船の穫類ゃ坑行区城等に応じて團土交通省が定める藝件に竈合†る

ものでぁること。
利用者を特定の場所に下船させて水産醐積物を採補させる羹欟を欟し、 鷹遽し 筏遽し 防波堤濃
沖で干出ずる場所での欟干狩り 等が讃当 (法令奪で立入禁止の墳所に農ずことはできない)

※3 他の事業者の遊漁船と して登竄鱒に記載されて~`る齠触を当蘇裏羹者の蘆攪艶と しても起戴されてい
るもの。
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登録番号 神奈川県知事第3皿4号 氏名又は名称 有限会社 の丸
作成B 2伽/4/= 変憂日 h20ーー/4/ーー 20ーー/8/ーー 2024/9/24

瘍一豪4 (全 2 讐の 2 遽團) 賽攣讐の薫トン薫又は憂さ“ 量ー及ぴ遣債巖ー蕁
洲 寶、 燻船登鎌

遊漁艦の 番暮号篇 総 ン数 長さ 旅客定員又 業務形態名称
一 は利用定員 主たる業務ニ@

航行区城 (該当L〇) その他全て : 0
遊漁船の使用状況 (該当に〇)

遊漁船の記鸞状況 通信設備※ー 牧命設備※ー
(該当に〇) の状況 の状況

胎舶の所有状況 (該当に〇) (該当に〇)
(該当に〇)

第十八 KN2一ー522 ー殲mトン ーL99m 35

3 まごうの丸 ()平水・ )限定沿悔・ く〇)盧貪錐・ )遠洋、灘 (@)船釣り
)遊漁船尊用・ )漁船と薫用・ 〉他使用と薫用 ( )閤蒼zし

単独記戴 ヵ…〝) 改良型牧命い

( ) 竈債記戴 (〇) 業務用無隷 EPー冊 (非鸞 ( )
衛星亀話 用位贋等発憤装贋)

( ) その他 肛S (船燗自戴

自己所有船舶 賞別装置)
他者所有船舶 ( ^3E 5W

( )

第二十五 KN2・ー442 ー2・叩トン ーL99 34

4 まごぅの丸 ()平水' ( )限跚・ (〇) 沿海' ( )遠洋`麺 麦@3馨震2
遊漁船尊用 漁船と薫用 他使用と薫用

単独記載 業務用無繚 ヵ…泥) 改良型救命い 作藁
董覆記載 )驚星董話

( )その他 篇位邊零驛鼻輩ず
白己所有船粕 M8 (船艶自戴

)他者所有鉛触 A3E 5w 薫別装置)

( )

( )

輔
ロ
鞠
醸
傳

重積軍善蕩摯届て )多客蜘 チャ する穴
()耆の鰹(

通信轟薦及ぴ積命設膚にっいては、 触の種類ゃ航行区城蕁に応じて国土交遷省が定める嚢仲に遺合ずる
ものでぁること。

利用者を特定の疆所に下籍させて水産動植物を採濾させる羹態を指し、 鷹遽し、 筏遽し、 防液堤債
沖で干出する壌所での欟干狩り馨が該当 (法令蕁で立入繋止の婦所に農すニとはできない)

※3 他の纂羹者の轟應艦と して竈濠簾に記載されている撃戴を当該寡業者の遊漁船と も藝翼されてい
るもの。
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登豪番号 神奈川県知事第齠叫号 氏名又は名称 有限会社
作成日 2伽/4/M 変更日 ー:20ー4/5/ー 2:20ー8/ー/5 2024/g/24

竄轟6 責全の賽燻のため鸞轟翼ぴ鸞轟董任讐が遺守すぺき裏薫
坑行中及び利用者が水産動植物を採捕している閻、 船長及び業務主任者は以下のとお
り行動しまず。
〇一股的事項
出航から帰航するまでの問は、 飲酒はしません。 酒気を幣ぴて漁揚に案内しま
せん。

・航行中、 波の影響にょり鉛体が動揺するときは、 波の状況にっいて適切な見張りを行
とともに、 波に対する進路の変吏を行し\ かっ、 安全な速力まで十分な減速を行ぅ

ことにょり、 船体動揺の軽滅に努めまず。
・航行中、 波の影響にょり齡体が動揺して危険が予想されるときは、 利用者に対して戴
揺が比較的小さい船体中央ょり後方の部分に乗船するょう指導します
乗鉛中は、 胎室内にいる場合を除き、 救命胴衣 (船に備ぇ付けられ、 又は持ち込まれ
船舶の種類ゃ坑行区城に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをぃいま

す。 以下同じ。 を着用します。
乗船中は、 船室内にいる場合を除き、 利用者に常に救命臓衣を着用させます。
ー2歳未油の小児には、 乗船中は、 常に救命鯛衣を着用させまず。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの問における岩場、 浅瀬、 河川城、
防波堤、 定置網、 養殖施設等を調査し、 危険性の評価を行い、 特に危険と認められる
揚所にりいて、 別添にと りまとめ、 安全に航行できる航路、 避険繚等の設定を行いま
す。

・航行中はCPSプロッター等を利用して自船の位
避険線に基づいた安全な航行を行います。

随時、 気象ゃ海象等に関ずる情報収集を行い、 気象又は海象等の状況の悪化等、
者の安全の確保のために必要と判断される疆合は、 船室内においても利用者に救命胴
衣を着用させます。

〇船騎りをする場合
・利用者を案内している閲は、 船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
〇瀬濃しをずる場合
・利用者の安全確認のため、 遽した廣等を定期的に巡回します。
・磯等において、 利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救
命胴衣を着用させまず。
・磯等において採捕を終了した利用者を収容 し帰航ずる際、 利用者が遊漁船に乗鉛して
いることを疇認します。

〇体験漁業 (鸞光定ー、 翼光底びき等) をずる場合
利用者が網揖げ等をしている閻、 利用者に危険が生じないよ う安全に操業します。

を確認し、 上記で設定した坑路の航
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利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの聞における特に危険と認められる場
所 (該当驚所を記入)

岩場

浅瀬

河川城

防波堤 防波堤での乗船、 下船での場合

定置網

賽殖施設

自船の位置及び設定した航路の坑行並びに避険繚に基づし`た航行の確認方法

GPSプロッターを見て確認
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登巖番号 神奈川県知事第叩叫号 氏名又は名称 有限会社 まごうの丸
作成曰 20咽/4/M 変吏日 ー:2m9/8/3 20ー2/7/2。 2024/9/24

鷹jフ 出薫中止董攣及ぴ鷹掛

出坑中止 出航の可否の判断は、 以下の方法により行います。 傲当に〇)
基準

単独の判断 体にょる判断

出航地ゃ案内する漁場、 出航地から案 出航中止の判断は、 以下のとお
内する漁場までの間において、 り行いまず。
ずれかの状況となっている瘍合、 出坑を の出航中止を判断する' 体名
中止します。

@上記 連絡先~

・悔上警報 (風、 霧等) 波浪警報、 津 代表者
波警報・注意報の発令中 運絡先
出航地の波高
出航地の風速 @団体の構成員の氏名又は名称及
出航地の視程 m末溝 登録番号
落雷のおそれかぁるとき 別紙ーのとおり
事業者、 船長又は業務主任者のうち、 @出航中止の判断の方法
いずれかー名でも危険と判断したとき 別紙2のとおり

麦の他

婦坑基準 と麦宅菫享漁場において、 以下のいずれかの状況に至った場合、 矯航するこ

・海上警報 霧等) 波浪警報の発令
利用者に急病人ゃケガ人が出たとき
漁場における波髙
漁場における風速
漁場における視程 m末満
落電のおそれがぁるとき
上記窪鰐、 利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき )
・その
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上記の他、
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登鎌番号 神奈川県知事第3叩4号 氏名又は名称 有限会社 まごうの丸
作成日 2伽/4/= 変吏曰 ー:2024/9/24

別嚢8 薫鸞又は糧鸞蕁の状況が墨化した糧奮の杜邉
出航した港等に帰航できない場合は、 以下の場所に避鷺をします。

気象又は海象等の 案内する漁場の位置 避難する港
状況が悪化した場 相模湾 茅ヶ麻港
合の避難ずる場所 油壷

金沢漁港
平塚漁港

帰航を判断した壷
揖所に避難します。

所から最も近く安全に避難できる

瀬渡し (磯、 筏、 防波堤等渡凵 の業務を行う場合

磯等と遊漁船との
閻の速絡方法※ 衛星電話

(該当に〇) 利用者に漉した発煙筒

磯等に遊漁船の旅
客定員を超ぇて利
用者を渡す業務の
形態の場合にあっ

緊急的に利
用者を収容し掃航
させる方法

津波警報、 注意報
が発令された場合
の対応

※津絡重麦零通冨設備にっぃては、船舶の種類や航行区城等に応じて国土交通省が定める藝
に`ロ る

※享言又は海象等が悪化した墳合は、 必要な措賽をとった上で、 速ゃかに連絡責任者に遭絡
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登録番号 神奈川県知事第齠M号 氏名又は名称 有限会社 まごうの
作成日 2伽/4/M 変吏日 2024/9/24

嬲嚢 m 蹟j蛛すペ聾薫
利用者の安全の確保
に必要な情穀

出坑地における波高、 風速、 視程

出坑中止を判断する団体の出航判断等に関ずる情報

水路通報、 気象・津波・海上警報等の情報

乗船する利用者数
(ー2歳未横の小児が含まれる場合は、 その人数)

法に基づく協議会におし`て協議が謂った事項ゃ海面利用協
議会喜で定められた事項など、 地城における安全確保に関
する報
立入禁止区城に関する情報

漁場の安定的な利用
襄係の確保に必要な情

法第ー6条に基づき利用者に周知する必要がぁる 「案内する
漁場における水産動植物の採捕に閲する制限又は禁止及び
漁場の使用に閲する制限の内容」 にっいて、 当該漁場を管
轄している都道府県知事が提供している情報

漁場利用協定や漁揚慣行等にっいて、 案内する漁揚を管轄
す言誇這府県に設置されてし`る海面利用協賞会が提供して

法に墓づ〈協議会において協議が譚った事項ゃ海面利用協
譲会等で定められた事項な 地域における漁揚の安定利
用に関する情報
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登録番号 神奈川県知事第叩叫号 氏名又は名称 有限会社 まご
20叩/4/ー4 変憂日 k2m9/8/3 加M/7/加 3: 20ー8/ー/5

囃2024/9/24

別ヱ= 責全の讐轟のため口知すぺ嘗内讐及ぴ方法

周知の方法
(鋏当に〇)

遊漁始に周知内容を掲示する。
遊漁艇の乗艇前に書面を配布、 回寶する。
営業所のモニター又はタブレッ 卜端末等の電子機器で視聴
してもらう (ゥェブサィ トに周知事項をまとめた戴画等の
視聴等を含む)

周知†る内容 股的事項
出謹から帰航するまでの閻、 籐長及ぴ業務主任者の指示に

つこと
遊漁船の航行中はむゃみに立ち歩かないこと
・航行中、 波の影響により船体が戴揺することがぁるときは、 動
揺が比較的小さい齡体中央ょり後方の部分に乗船すること
犬候急変時の帰航決定にっし丶て齡長の指示に従ぅ
救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
用藝菫者の船上ヘの引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使

麦

莞水者の発生等 非常時の場合における他の利用者ヘの救助協

乗船中は船室内にいる場合を除き、 救命胴衣 (船に備ぇ付けら
又は持ち込まれた、 船の種類ゃ航行区城に応じて国土交通

宣が壷譬る要件に遺合するもの) を着用ずること )
・

〇瀬渡しの場合
瀬渡し中及び磯等の上におし`ては国土交通省が定める要件と同
等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること
零等亜奪急事態が発生した場合における遊漁臓との運臂方法

・

漁場にぉいて口頭で
説明する。

〇一般的事項
案内する漁場において注意すべき事項

(自由記戴 (必須)

〇瀬渡しの場合
磯等からの婦航時閻
・磯等で天侯が急変した場合における避難場所
安全管理の手法 (定期巡回、 携帯鷺話等での運絡)
船から磯、 廣から船に漉る際に注意すべき事項

(自由記載 (必須)
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利用者ー人当た
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登鎌番号 神奈川県知事第叩叫号 氏名又は名称 有限会社
作成日 2024/9/24 変更日 ー: / / 2: / / 3: / /
疇豪 ー2 公豪する鷹
損害蹟保険にっいて公表する情報

船名 利用定員又は 契約期問
りの填補限度額 旅客定員

第十八まごぅの丸 5千万円 35名 令和6年7月=曰から
令和7年7月m日まで

第二十一まごぅの丸 39名 令和6年7月
令和7年7月 m曰まで

第二十五まごうの丸 34名 令和6年7月=曰から
令和7年7月m日まで

第十七まごうの丸 3ー名 令和6年7月20日から
令和7年7月20曰まで

業務改善命令にっぃて公表する情報
事業者名
命令を受けた日
命令を受けた理由
命令の内容
命令を受けて講じた (講じょう
とする) 措置


